
1 

 

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」 

第６回都・市町検討会 

 

１．日時・場所 

平成 30年５月 18日（金）15:30～17:00 

都庁第二本庁舎 31階特別会議室 27 

 

２．出席者 

別紙出席者名簿のとおり 

 

３．議題 

（１）中間のまとめについて 

（２）交差部の交差方式等の検証 

（３）計画重複等に関する検証 

（４）地域的な道路に関する検証 

（５）その他 

 

４．配布資料 

議事次第 

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」都・区市町策定検討

会議設置要綱 

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」策定に向けた考え方 

（第６回検討会資料） 

中間のまとめ（案） 

 

５．議事録（質疑） 

西東京市 

・広域的な道路と地域的な道路について、中間のまとめでは「広域的な道路とは、交通や

防災等の面から広域的な役割を果たす幹線道路で、現時点で、都が主な都道として整備・

管理が必要と考える道路をいい、地域的な道路とは、広域的な道路以外をいいます。」と

記載されている。広域的な道路については、将来の都市計画道路の整備主体や管理主体に

ついて踏み込んで記載されているが、全ての路線において、都と市町で合意されていると

は考えていない。このような記載をすることで、広域的な道路以外の地域的な道路につい

て、都は整備・管理は考えていないという読み取り方もできるため、この部分について、

都の考え方を確認したい。 
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都市整備局都市基盤部街路計画調整担当課長 

・広域的な道路と地域的な道路については、都としても、全ての路線について、区市町と

合意されているとは考えていない。繰り返しになるが、広域的な道路は、「現時点で、都

が主な都道として整備・管理が必要と考える道路」であり、地域的な道路は、広域的な道

路以外のことを指し、整備・管理については、今後調整が必要であると認識している。 

 

西東京市 

・広域的な道路と地域的な道路の考え方は、整備主体の都の建設局も含めて、都として統

一した考え方なのか確認したい。 

 

都市整備局都市基盤部街路計画調整担当課長 

・そもそも本検討について、建設局とも調整を行っており、広域的な道路と地域的な道路

に関する記載や考え方についても、建設局と調整を行ったものである。 

 

三鷹市 

・中間のまとめに記載されている「新たに検討する都市計画道路」「2040年代には、都市計

画道路の約８割が完成する時代」「都市計画道路のつなぎ方・構造等に関する検証項目」

について、もう少し説明してほしい。 

・広域的な道路の「現時点で、都が主な都道として整備・管理が必要と考える道路」の定

義について、中間のまとめに記載する必要があるのか確認したい。 

・都市計画公園等との重複について、対象となる都市計画公園は、それぞれの状況が異な

り、中には公園としての価値が高いと思われるところもある。一律の基準により、検討を

進めることに懸念を抱いている。 

 

都市整備局都市基盤部街路計画調整担当課長 

・「新たに検討する都市計画道路」については、整備方針（第四次事業化計画）の第２章に

おいて記載している。「2040年代には、都市計画道路の約８割が完成する時代」について

は、優先整備路線等の整備を推進することで、優先整備路線が完成すると想定している

2040年代には、約８割の都市計画道路が完成し、残り２割の都市計画道路が本検討の対象

となることを示している。なお、整備方針（第四次事業化計画）の第５章においても記載

している。「都市計画道路のつなぎ方・構造等に関する検証項目」については、整備方針

（第四次事業化計画）の将来都市計画道路ネットワークの検証において、都市計画道路を

つなぐことの必要性を確認した。本検討では、例えば概成道路については、都市計画道路

ネットワークとしては既につながっているが、その道路の幅をどのように考えるのか検討

している。このように、本検討は、都市計画道路のつなぎ方・構造等に関する新たな検証

項目について検討を行う。 
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・概成道路と既存道路による代替可能性の検証においては、対象をそれぞれ広域的な道路

と地域的な道路に分けて検証する必要があるため、中間のまとめにそれぞれの定義を記載

している。 

・都市計画公園等との重複については、個別箇所ごとに検討を行っていく。 

 

以上 

 



「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」 

第６回都・市町検討会 東京都 出席者名簿 

所 属 備 考 

都市整備局 都市基盤部 都市基盤部長【座長】 

 街路計画課長 

 街路計画調整担当課長 

 

（欠席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 



 

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針（仮称）」 

第６回都・市町検討会 市町 出席者名簿 

 

所 属 備 考 

八王子市 都市計画部 交通企画課長 （代理） 

立川市 まちづくり部 都市計画課長  

武蔵野市 都市整備部参事（まちづくり調整担当）  

三鷹市 広域まちづくり等担当部長・まちづくり推進課長事務取扱 

・まちづくり推進課長事務取扱 

 

青梅市 都市整備部 土木課長   

府中市 都市整備部 計画課長  

昭島市 都市計画部 都市計画課長 （代理） 

調布市 都市整備部 街づくり事業課長  

町田市 道路部 道路政策課長 （代理） 

小金井市 都市整備部 都市計画課長 （代理） 

小平市 都市開発部 都市計画道路担当課長 （代理） 

日野市 まちづくり部 都市計画課長 （代理） 

東村山市 まちづくり部 都市計画課長  

国分寺市 まちづくり部 まちづくり計画課長  

国立市 都市整備部 都市計画課長  

福生市 都市建設部 まちづくり計画課長  

狛江市 都市建設部 まちづくり推進課長  

東大和市 都市建設部 都市計画課長  

清瀬市 都市整備部 まちづくり課長  

東久留米市 都市建設部 道路計画課長  

武蔵村山市 都市整備部 都市計画課長  

多摩市 都市整備部 都市計画課長  

稲城市 都市建設部 都市計画課長  

羽村市 都市建設部 都市計画課長 （欠席） 

あきる野市 都市整備部 建設課長  

西東京市 都市整備部 都市計画課長  

瑞穂町 都市整備部 都市計画課長 （代理） 

日の出町 まちづくり課長 （代理） 


